
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
提
出

質

問

第

二

四

号

政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
に
よ
る
わ
が
国
の
健
康
保
険
制
度
へ
の
重
大
な
リ
ス
ク
等
に
関
す
る

質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則

24



政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
に
よ
る
わ
が
国
の
健
康
保
険
制
度
へ
の
重
大
な
リ
ス
ク
等
に
関
す
る

質
問
主
意
書

政
府
は
、
平
成
三
十
年
十
月
十
二
日
に
、
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
を
開
催
し
、
外
国
人

材
の
受
入
れ
を
進
め
る
た
め
の
、
「
『
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
』
及
び
『
法
務
省
設
置
法
』
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」
の
骨
子
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

外
国
人
材
の
受
入
れ
を
進
め
る
た
め
の
「
『
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
』
及
び
『
法
務
省
設
置
法
』
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
」
で
規
定
さ
れ
る
、
特
定
技
能
一
号
な
い
し
は
二
号
の
外
国
人
労
働
者
が
、
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者

と
な
る
場
合
、
条
件
を
満
た
せ
ば
、
当
該
外
国
人
労
働
者
の
出
身
国
に
居
住
し
て
い
る
家
族
も
、
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被

保
険
者
に
な
り
得
ま
す
か
。
健
康
保
険
証
は
、
ひ
と
り
一
人
に
交
付
さ
れ
ま
す
か
。
ま
た
、
被
保
険
者
に
な
り
得
る
家
族
の

属
性
（
配
偶
者
、
子
、
親
な
ど
。
以
下
、
同
様
。
）
を
示
し
て
下
さ
い
。

二

一
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
労
働
者
の
家
族
が
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
外
国

人
労
働
者
の
配
偶
者
及
び
子
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
せ
ば
、
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
か
。

一



三

一
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
労
働
者
の
家
族
が
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
外
国

人
労
働
者
の
親
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
せ
ば
、
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
か
。

四

一
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
労
働
者
の
家
族
が
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
外
国

人
労
働
者
の
孫
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
せ
ば
、
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
か
。

五

一
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
労
働
者
の
家
族
が
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
外
国

人
労
働
者
の
祖
父
母
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
せ
ば
、
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
か
。

六

一
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
労
働
者
の
家
族
が
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
外
国

人
労
働
者
の
兄
弟
姉
妹
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
せ
ば
、
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
か
。

七

一
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
労
働
者
の
家
族
が
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
外
国

人
労
働
者
の
配
偶
者
の
親
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
せ
ば
、
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
、
被
保
険
者
に
な

り
得
ま
せ
ん
か
。

八

一
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
労
働
者
の
家
族
が
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
外
国

人
労
働
者
の
叔
父
や
叔
母
、
甥
や
姪
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
せ
ば
、
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
か
。
そ
れ
と

二



も
、
被
保
険
者
に
な
り
得
ま
せ
ん
か
。

九

一
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
労
働
者
の
家
族
が
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
外
国

人
労
働
者
と
出
身
国
に
居
住
し
て
い
る
家
族
と
の
関
係
確
認
は
、
ど
の
よ
う
な
主
体
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
い
ま
す

か
。

十

一
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
労
働
者
の
家
族
が
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
で
保

険
診
療
を
受
け
た
場
合
の
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
は
何
割
で
す
か
。
家
族
の
属
性
に
よ
り
割
合
が
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、

属
性
ご
と
に
示
し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
割
合
は
、
診
療
を
受
け
る
の
が
日
本
の
国
内
か
、
国
外
か
で
変
わ
り
ま
す
か
。

十
一

一
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
労
働
者
の
家
族
が
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
外

国
人
労
働
者
に
帯
同
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
被
保
険
者
と
な
る
家
族
が
、
日
本
に
来
て
、
日
本
の
病
院
で
、
保
険
診
療
を

受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。
で
き
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で
す
か
。
家
族
の
来
日
は
、
観
光
ビ
ザ
で

も
可
能
で
す
か
。

十
二

一
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
労
働
者
の
家
族
が
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
出
身
国

で
家
族
が
受
け
た
医
療
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
健
康
保
険
が
適
用
さ
れ
ま
す
か
。

三



十
三

一
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
労
働
者
の
家
族
が
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
出
身
国

で
家
族
が
受
け
た
医
療
の
内
容
や
費
用
が
適
切
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
主
体
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
い
ま
す

か
。

十
四

一
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
労
働
者
の
家
族
が
わ
が
国
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
出
身
国

で
家
族
が
受
け
た
医
療
の
費
用
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
支
払
い
ま
す
か
。
日
本
の
診
療
報
酬
に
従
っ
て
支
払
い
ま

す
か
、
そ
れ
と
も
、
実
費
に
基
づ
い
て
支
払
い
ま
す
か
。
ま
た
、
健
康
保
険
か
ら
の
支
払
い
は
、
本
人
に
支
払
い
ま
す
か
、

そ
れ
と
も
、
医
療
機
関
に
支
払
い
ま
す
か
。

十
五

特
定
技
能
一
号
な
い
し
は
二
号
の
外
国
人
労
働
者
が
厚
生
年
金
も
し
く
は
国
民
年
金
に
加
入
し
、
日
本
に
在
留
中
に
亡

く
な
っ
た
場
合
、
条
件
を
満
た
せ
ば
、
そ
の
配
偶
者
や
子
が
出
身
国
で
居
住
し
て
い
て
も
、
遺
族
基
礎
年
金
は
支
給
さ
れ
ま

す
か
。
支
給
さ
れ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
す
か
。

右
質
問
す
る
。

四


